陸中海岸青少年の家使用料金のお知らせ
平成２１年４月１日から、一般及び高校生・学生・勤労青少年の方が当所を利用される場合には、使用料をいただくことになりました。
使用料の内容は、次のとおりです。

記

１　宿泊利用の場合、宿泊室使用料がかかります。（研修室等の使用料はいただきません。）
２　日帰り利用の場合、研修室、体育館、グラウンド等の使用料がかかります。

３　支払いは、現金で、利用当日に、窓口で納入願います。（請求書でのお支払いはできません。）
陸中海岸青少年の家　使用料金表
	附属の施設
	単　　　位
	使用料の額（単位：円）
	備　　　　　　　考

	
	
	高等学校生徒、
学生及び
勤労青少年
	一　　　般
	

	研修室
音楽室

視聴覚室
	１時間までごとに１室ごとに
	９時　から

17時　まで
	130
	260
	日帰り利用の場合の

１時間当たりの料金

	
	
	17時　から

21時　まで
	180
	350
	

	体育館
	１時間までごとに
	９時　から

17時　まで
	210
	410
	

	
	
	17時　から

21時　まで
	280
	550
	

	グラウンド
	１時間までごとに
	210
	420
	

	キャンプ場
	１日までごとにテント１張につき
	170
	330
	宿泊する場合の料金

	宿泊室
	１日までごとに１人につき
	290
	570
	宿泊する場合の料金






備考


１　食事代・シーツ代・創作材料代・まき代については、いままでどおり実費が必要です。


２　幼児、小学校児童及び中学校生徒並びにこれらの者を引率し、又は指導する者に係る使用料は、


無料です。


３　「勤労青少年」とは、25歳未満の者であって、高等学校生徒及び学生以外のものをいいます。


４　「１日まで」とは、宿泊を含む１両日です。


























